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◆ 会場 ： 郡上市産業プラザ ・ 郡上市総合文化センター 

         

  ※只今、参加企業を募集!しています。 

商工会ホームページから申込でき 

ますので是非ご参加ください。 

 

 

【ビジネスマッチングまでのスケジュール】 

 

 

 

  

 

     

       

◯全業種を対象としたバイヤーとの商談コーナーを郡上市ビジネスマッチング会場に 

て開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込条件：現在募集中のパンフレットへの掲載が必須です。 （詳細は別紙をご覧下さい） 

郡上市八幡町島谷 130番地 1 

☎66-2311 FAX 66-2312 

 

料金後納 

 郵便 

ゆうメール 

企業お見合い 

第８回 郡上ビジネスマッチング開催 

=  バイヤーとの商談会のお知らせ  = 
（郡上市ビジネスマッチング会場） 

 

（現在参加交渉中のバイヤー） 

・㈱ドン・キホーテ ・㈱ビックカメラ ・㈱ロフト ・㈱東急ハンズ ・㈱丹青社  

・㈱五味商店   ・国分グループ本社㈱   ・４７CLUB  ・楽天㈱  ・蔦屋家電  

・㈱ドウシシャ ・㈱アイトー   ・㈱高島屋  ・㈱三越伊勢丹  ・㈱京王百貨店 

・㈱東急百貨店 ・㈱紀ノ國屋  ・㈱小田急百貨店 ・㈱名鉄レストラン ・通販生活 

（赤字は昨年度参加バイヤー） 

７月３１日（火）まで １０月１５日（月）まで １１月２１日（水） 

・仕事の下請けを探している 

・新商品開発のための技術パートナーを探している 

・新事業へチャレンジするためのパートナーを探している 

・自社の技術を活かした仕事を探している 

・コストを下げたい・・・ など 
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郡上市商工会事業承継支援センターは、「郡上市内で事業継続に危惧をいだいて事業経営を続け

ている中小零細事業を複数まとめ、起業志願者とのマッチング

等の手法により新しい事業として再出発が可能となるよう支

援する」ことを目的に設立されました。 

 この事業支援の流れは、登録された起業・事業拡大希望者（引

き受け希望）と後継者がいない為、廃業を考えざるを得ない事

業者（引き渡し希望）のヒアリング、相手の選定及び探索、マ

ッチング（面接）をし、事業承継の可能性を探り、併せて商工

会の持つ様々な経営支援機能でサポートしながら廃業を減ら

し、元気な街づくりに繋げるものです。 

 これまでに５つのマッチングが成立し、新たな代表者の下で

生まれ変わり、元気に事業が継続されております。  

 今後とも効果的に事業を進めていき、より多くの事業所が存

続していけるような支援を強化していきます。「引渡し希望」

「引き受け希望」とも随時受け付けております。 

＜プッシュ型事業承継支援強化事業＞ 

 早期・計画的な事業承継準備に対する経営者の「気付き」を促すための事業承継診断を実施し、

「現状分析」「事業承継計画書作成」「事業承継計画の実施」の支援。また、相続税・贈与税などの

税務、遺産の相続などの相続法務、会社組織体制などの見直しなどの企業法務、後継者対策などの

事業承継の課題を抱えている中小・小規模事業者の方々を対象に、専門的知識や経験をもつ専門家

を事業所に派遣して、具体的・実務的な支援を目的に、「専門家派遣」事業を実施しますので、お気

軽にご相談ください。 

 

                弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、金融コンサルタント 他 

 

         １事業者について５回まで（１年度内） 

 

         無 料 

 

派遣専門家 

派 遣 回 数 

 

相 談 料 
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今年も夏の風物詩「夏休み子ども映画会」を開催します。 

入場無料ですので皆様是非お越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 郡上市商工会工業部会では本年度も『災害を未然に防ぎ、安心して 

働く事の出来る職場作り』を目的に、安全衛生教育受講助成を実施い                 

たします。      （詳細は別紙チラシをご覧下さい） 

受講された従業員様がいらっしゃる事業所様は、「安全衛生教育受講助     

成申請書」と受講修了証もしくは免許証の写しを商工会へご提出下さい。 

                                       

       

      【高 鷲 支 部 花 壇 整 備 事 業】 

 

６月１３日水曜日、高鷲支部において旧高鷲町商工 

会館前の花壇整備事業を行いました。 

梅雨の晴れ間の暑い中、多くの方に出席していただき 

草取りから花植えまで作業していただきました。 

雑草だらけの花壇が大変きれいに生まれ変わりました。 

◆ ご協力ありがとうございました。◆ 

 

 

◆白鳥会場◆ ７月 25日（水）19：30～ 『怪盗グルーのミニオン大脱走』 

          ・白鳥振興事務所大駐車場 雨天：白鳥文化ホール 

◆大和会場◆ 8月 ４日（土）18：30～ 『怪盗グルーのミニオン大脱走』 

          ・大和総合体育館 雨天：同会場 

◆高鷲会場◆ 8月 11日（土）19：30～ 『フェリシーと夢のトウシューズ』 

          ・ひるがのスキー場 雨天：同会場（小雨決行） 

◆美並会場◆ 8月 2５日（土）13：00～ 『シ ン グ』 

・まん真ん中センター 雨天：同会場 

https://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_5870.html
https://4.bp.blogspot.com/-uYI-PPebwd0/U6gRk2Q5OpI/AAAAAAAAhpo/YPY3e5BGXEk/s800/kusamushiri_group.png
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給与の支給人員が９人以下で「納期の特例」を受けられている事業所の方は、１月～６月までに

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を７月１０日（火）までに忘れないよう納付して下さい。 

（※納付が遅れると、不納付加算税と延滞税のペナルティーがあります。） 

それに伴い各出張所の相談窓口を７月６日（金）9 日（月）１０日（火）の３日間 開設します。 
≪不納付加算税≫ 

 ①税務署から通知などが来る前に納付した場合 ⇒ 納付すべき源泉所得税等の５％ 

 ②税務署から通知を受けてから納付した場合 ⇒ 納付すべき源泉所得税等の１０％ 

※注意：不納付加算税の金額が５千円未満の場合等免除される場合があります 

≪延 滞 税≫ 

定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応

じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームペー

ジでご確認ください。 

 

テナント募集！  

・所 在 地： 郡上市美並町白山 847-1（旧美並町商工会館１Ｆ）      

・構   造： 鉄筋コンクリート造 

・面   積： ８３．０３６㎡ 

 

※詳細につきましては郡上市商工会までお問い合わせ下さい。 

    ☎（0575）66－2311 （担当：一柳）         ＜旧美並町商工会館１Ｆ＞

 

      

 

 

 

 

 

 

 ７月 8 月 

大和 火 3 6 9 10 17 24 31  7 14 21 28 

白鳥 木 5 6 9 10 12 19 26 2 9 16 23 30 

高鷲 水 4 6 9 10 11 18 25 1 8 15 22 29 

美並 木 5 6 9 10 12 19 26 2 9 16 23 30 

明宝 木 5 6 9 10 12 19 26 2 9 16 23 30 

和良 水 4 6 9 10 11 18 25 1 8 15 22 29 

※源泉所得税の特例中間納付につき、７月６日、７月９日、 

７月１０日は全出張所を開所します。 

※都合により出張所開設日であっても閉所させていただくこと

があります。ご理解のほど宜しくお願いします。 

融資制度名 利率（％） 保証率（％） 適用
経営改善 貸付 1.11 -
普 通 貸 付 2.06～2.55 - ※
創 業 ロ ー ン 0.90 -

1.9 0.8 創 業
2.1 0.45～1.9 異 業 種

市 小 口 融 資 0.75 0.5～2.2

　　　※　借入のご契約によって異なります

市チャレンジ
支援資金

 
平成30年6月30日現在

支援内容 7月相談日 8月相談日

金融 １２日（木） ９日（木）

経営 ４日（水）/２３日（月） ６日（月）／２４日（金）

法律 ２７日（金） ３０日（木）

税務 ９日（月） １０日（金）

労務 １１日（水）/２５日（水） ８日（水）／２２日（水）

知的財産 ２０日（金） ２０日（月）

注：相談は予約制となります。
事前に☎66-2311までご連絡下さい。

専門家相談窓口カレンダー

毎月第２、第４（水）10：00～ 

☎66-2311（商工会へ事前予約が必要です） 

 日本政策金融公庫（国金）による金融相談窓口 

＜出張所開設カレンダー＞ 

職員退職のお知らせ 事務局長 木元正徳 

６月 30日付で退職しました。 

長い間大変御世話になり有難うございました。 

源泉所得税及び復興特別所得税の納付について

（納期の特例） 

 

https://4.bp.blogspot.com/-cqwjh5wTBPk/UOFJwhzNJ7I/AAAAAAAAKBo/e4cZBheNWmI/s1600/bunbougu_dentaku.png

